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1章はじめに

1.1 本書の目的

1.1 本書の目的

障害年金業務支援システム操作マニュアル ．（以下「本書」という。） は、障害年金業務支

援システム（以下「本システム」という 。） の操作方法等を記述している。

本書は、日本年金機構（以下「機構」という。） における障害年金業務に従事する担当者

が、本システムの操作を理解し、使用できることを目的としている。
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1.2 システムの目的と概要

1.2 システムの目的と概要

本システムを構築し、障害厚生年金及び障害基礎年金業務全般の請求書等を管理するこ

とを目的としている。

本システムを利用し、以下の業務の内容の実行を支援する。

(1)請求書／診断書入力、審査、認定結果入力、裁定／諸変更入力依頼文書作成、画像登録

障害年金請求に係る届書等を受付し、届書の内容確認、障害認定審査、各種帳票の作成、

認定結果登録、裁定／諸変更入力依頼作成、画像登録を行う 。

(2)統計等の機能を使用して認定結果の確認、システム管理の機能を使用して利用者権限

登録／更新を行う。
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1.2.1 業務と本システムの関係（イメージ）

業務と本システムの関係（イメージ）

(1)届書業務（障害年金センター）
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【届書業務（障害年金センター）】

1-3 



障害年金業務支援システム

操作マニュアル 1.2.1 業務と本システムの関係（イメージ）

(2)システム管理業務（障害年金センター）
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【システム管理業務（障害年金センター）】
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(3)照会業務（事務所・事務センター等）

亭務所 ・亭務センター等 饂菩年金芙務支扱システム
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【照会業務（事務所・事務センター等）】
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1.3 本システム利用時の基本事項

本システムを利用するにあたり｀用語の定義や注意事項を示す。

（年金用語は、閲翌対象者が知っていることを前提とし省略しております。）

1.3.1 用語の定義

本システムで使用する用語を以下に定義する。

項番 用語 定義内容

1 拠点 年金事務所、年金事務所分室、年金相談センター、

中央年金センター、事務センター、コールセンターおよ

び機構本部の総称。

2 年金事務所 年金事務所に所属する職員。

3 管理職 自拠点または自拠点が管轄する拠点の業務を管理する

者。

4 管理職補佐 管理職が指定する者。

5 一般職 管理者、管理補助者以外の機構職員。

6 委託職員 障害年金センターから障害年金業務を委託された職員。

7 派遣職員 障害年金センターに所属する派造職員。

8 社労士 社会保険労務士。， 障害年金センタ 障害年金センターに所属する職員。

10 中央年金センタ 中央年金センターに所属する職員。

11 本部・年金給付業 本部 ・年金給付業務部門に所属する職員。

務部門

12 本部・システム部 本部 ・システム部門に所展する職員。

門

13 年金相談センタ 年金相談センター・オフィスに所属する職員。

ー・オフィス

14 コールセンター コールセンターに所属する職員。

15 本システム 障害年金業務支援システム。

16 お客様 年金相談や届出を行う人、国民、相談者。

17 機構 日本年金機構。
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項番 用語

18 機構本部

19 年金給付システ

ム

20 業務端末

21 記録管理システ

ム

22 【年金給付】受付

進捗管理システ

ム

23 共済情報連携シ

ステム

24 共通基盤システ

ム

25 統合認証システ

ム

26 業務画面

27 ダイアログ

28 ポップアップ

1.3.1 用語の定義

定義内容

本部、高井戸、高井戸センター、三鷹センター、三鷹、

機構本部 （三鷹分室）。

年金受給権の審査、年金額の計算、年金の支払、受給権

記録の管理等を行うシステム。

鼎 （窓口装置）およびWM（給付用）。

公的年金制度の被保険者に係る資格や保険料の納付状

況等の記録を管理するシステム。

年金給付で取り扱う各種請求書等の処理状況を把握す

るためのシステム。現在は二次元バーコー ドリーダを利

用してバーコー ド及び二次元コー ドを読み込むこと に

よって、処理のステータス管理を行っている。

被用者年金制度の一元化に伴い、機構と各共済紺合の情

報連携を行うために構築したシステム。

機構内をネッ トワークで接続し、メールや電子掲示板等

のサービス、人事異動情報を管理する人事異動情報シス

テム、統合ディレクトリシステム等を提供するシステム

の総称。

認証確認のための連携を行う。

本システムの機能を操作するための画面。

メッセージ確認のために、操作の過程で一時的に開かれ

る小さい画面。

操作の過程で、自動的に開かれ、最前面に表示される画

面。
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1.3.2 権限区分

1.3.2 権限区分

本システムを使用するユーザの権限区分を以下に示す。権限区分に従い、操作可能なメニ

ューを本システムで制限する。

権限区分 説明

障害年金センター 管理職① 障害年金センターまたは障害年金センターが管

轄する拠点の業務を管理する者に付与する権限。

管理職② 障害年金センターが管轄する拠点の業務を管理

する者に付与する権限。

管理職補佐 管理職が指定する者に付与する権限。

一般職 管理職、管理職補佐以外の障害年金センター職員

に付与する権限。

委託職員 障害年金センターから障害年金業務を委託され

た職員に付与する権限。

派造職員 障害年金センターに派遣された職員に付与する

権限。

中央年金センター 管理職 中央年金センターが管轄する拠点の業務を管理す

る者に付与する権限。

一般職 管理職、管理職補佐以外の中央年金センター職員

に付与する権限。

本部・年金給付業務部門 管理職 本部・年金給付業務部門が管轄する拠点の業務を

管理する者に付与する権限。

一般職 管理職、管理職補佐以外の本部 ・年金給付業務部

門職員に付与する権限。

本部 ・システム部門 管理職 本部・システム部門が管轄する拠点の業務を管理

する者に付与する権限。

一般職 管理職、管理職補佐以外の本部 ・システム部門職

員に付与する権限。

拠点 年金事務所 管理職 年金事務所が管轄する拠点の業務を管理する者

に付与する権限。

一般職 管理職、管理職補佐以外の年金事務所職員に付与

する権限。

社労士 年金事務所の相談業務等に従事する社会保険労

務士に付与する権限。
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項番

16 

17 

18 

19 

20 

障害年金業務支援システム

操作マニュアル

権限区分

拠点 年相センター ・オフィス

事務センター

コールセンター

社労士

管理職

一般職

管理職

一般職

1.3.2 権限区分

説明

年金相談センター・オフ ィスの相談業務等に従事

する社会保険労務士に付与する権限。

事務センターが管轄する拠点の業務を管理する

者に付与する権限c

管理職、管理職補佐以外の事務センター職員に付

与する権限。

コールセンターが管轄する拠点の業務を管理す

る者に付与する権限。

管理職、管理職補佐以外のコールセ ンター職員に

付与する権限。
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障害年金業務支援システム

操作マニュアル

1.3.3 処理状態等

1.3.3 処理状態等

本システムでは、届書等の受付から処理完了までの処理状態等を管理する。処理状態等

の遷移と説明を以下に示す。

(1)本システムの処理状態（自システム）

処理状態等 処理完結 説明 備考

1 処理可 未完結 画面機能が使用できる

状態。

2 処理完了 完結 更新不可で、参照のみ

可能な状態。

※「処理完了」で登録を行った場合、管理職のみ「処理完了」から「処理可」に変更する

ことができる。

「処理可」から「処理完了」へは、管理職ではなくても変更する ことができる。
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障害年金業務支援システム

操作マニュアル

(2)【年金給付】受付進捗管理システムの処理状態（受捗）

1.3.3 処理状態等

【年金給付】受付進捗管理システムと連携 している業務において、処理状態 （自システ

ム）で処理完了となるものを以下に示す。

なお、下記以外の処理状態（受捗）は『【年金給付】受付進捗管理システム操作マニュア

ルを参照する。

処理状態等 処理完結 説明 備考

1 裁定請求書裁定済 080 完結 裁定請求書裁定済の状態。

2 旧法障害年金裁定済 081 完結 旧法障害年金裁定済の状態。

3 障害手当金裁定済 082 -元秤ぃ口 障害手当金裁定済の状態。

4 処理不要 095 完結 処理不要の状態。

5 不支給等通知を本人 096 完結 不支給等通知を本人へ発送し

へ発送 た状態。

6 一般の届書から再裁 097 完結 一般の届書から再裁定が必要

定が必要な場合 な場合の状態。

7 処理完了及び編綴処 099 完結 処理完了及び編綴処理へ回付

理へ回付 した状態。

8 裁定済 （電子） 333 完結 裁定済の状態。， 手当金裁定済 （電子） 335 元-伊い口 手当金裁定済の状態。

10 通知発送（電子） 347 -元伊い口 通知発送した状態。

11 処理完了 （電子） 349 -元伊99口 処理が完了した状態。

12 新規裁定と障害状態 050 完結 処理が完了した状態。

確認届以外で「入力制 →053 

限(050)」から「回付

中(053)」となった場

合
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障害年金業務支援システム
操作マニュアル 1.3.4 稼働日時

1.3.4 稼働日時

本システムの稼働日時を以下に示す。

稼働日 稼働時間

：：開庁日 1 : ：: ：: ：: ：: 
※共済情報連携システムとの接続時間は、稼働日の 8:30から 20:00（休日は 18:00)まで

となる。

I障害年金業務支援システム ごご四？，ジ [口 1 
1̂ 

忠碑択吝ニュー）筵譴駆ニュニ i叡磁四 ＞ 咽虹濡鍬諏＞為霜濡風組会 ・匹 i

! MSG00019W共済柄報連携シ人テムの稼慟時間外です。

1 請求舌情報照会•更新

■a本情霜

SG101212SCOJO 

［知 番号

二次元コード

制度 軍

［届書名 軍

その他の区分

三 I;；;;E賓

4804：障基年金請求 l07 . 3 受付市町村名

ョI市町村受付年月日

OIOI：札幌東
• — • 

5350101 昭350101
3
 

5350101 昭350101

'呈砲年金番已

ぷ求者氏名（漢字） • 

3求者氏名（カナ） • 

1頃求名生年月日 ゞ

9999-999999 

年金太郎

ネ・ジギジ~夕bゥ

5350101 昭350101

I
,
＿一ー

'-

付受係当土
一

肉ム

蜘

恒
丑
―-

蜘

芦

輝

如

■罰求苔佑報

【共済情報連携システム稼働時間外エラー表示イメージ】
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障害年金業務支援システム

操作マニュアル

1.3.5 サポート

本システムの操作や不具合については、システム管理者に問い合わせる。

システム管理者への問い合わせ先を以下に示す。

口システム管理者

l連絡先

1-13 
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障害年金業務支援システム

操作マニュアル

1.3.6 その他注意事項

本システムを利用するための注意事項を以下に示す。

セッションタイムアウトについて

1.3.6 その他注意事項

本システムでは、 60分以上何も操作がないと、自動的にログアウトされる。なお、 ログ

アウトされた場合は、作業途中のデータは無効となる。作業を再開する場合は、表示中の

全ての画面を閉じた後、再度ログインをする必要がある。

平成31年度以前の移行データについて

平成 31年度以前の結果データ （移行データ）は参考値となります。

画面入力で使用するコードについて

各画面での使用する入カコー ドの詳細説明は、 『7.3表示名称』を参照。
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障害年金業務支援システム

操作マニュアル

1.3.7 本システム利用前の事前準備

1.3.7 本システム利用前の事前準備

本システムを利用するために、事前に準備しておくべきことを以下に示す。

利用可能な端末

本システムが利用できる端末は、 WM（窓口装置）およびWM（給付用）である。

統合ID管理システムの使用申請

本システムのログインは統合 ID管理システムを利用するため、事前に登録申請を行い、

承認されている必要がある。

統合 ID管理システムに登録されている情報を基に、本システムの機能の使用制限が実

施されるため、使用できない機能は、【業務選択メニュー】画面及び【処理選択メニュー】

画面に表示されない。

指静脈認証の登録

本システムのログインには、指静脈認証が使用されるため生体情報を登録しておく必要

がある。

権限区分の登録

本システムの利用に際して、ユーザの所属する拠点および役職に応じて、自動で権限が

登録される。

必要に応じて、当該ユーザの所属する拠点の管理者によって、権限の登録・変更が可能

である。

(『7.8メニューアクセス権限一覧』を参照）。
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障害年金業務支援システム

操作マニュアル 2.1 主要業務に関する機能と運用

2章

2.1 

基本的な運用

主要業務に関する機能と運用

--―̀ 一---~ 日次 月次

お客様

年金甲務所 ・

事務センター等

I
I
+
'
 

▲
上

1
9

医療機関

い、.. 
畜、＼、

委託職貝

障

害

町—-
金

審査担当

セ

ン

夕

I 1障害認定医

1本システム

.ヽ
 

会照関機
芸
i

醗
〗
‘
ー
‘
’
\
＼
＼
\

＼
＼
〗
＼

＼1
7

人

、

、

本

｀

‘

‘

、

一
亨
‘
、
¥
｀
ヽ

｀

｀
 
｀
 

ヽ

｀
 
｀
 

ヽ

｀
 
｀
 

L
I
I
I
 

［年金給付］受付

進捗管理システム

ヽ求精韮

像

｀
 更、
画

盟定

、
言
―

^
9
9
9
[
 ヽ

‘、+‘
’
 

ヽ

、ヽ
新障そ

ヽ

ヽ

認定調曰

記録管理システム
診断聾現況送付者一斃

差止予定対象者情報

年金給付システム

【主要業務の機能と運用】
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障害年金業務支援システム

操作マニュアル 2.2 主要業務に関する機能

2.2 主要業務に関する機能

2.2.1 新規裁定に関する機能

新規裁定に関する機能を以下に示す。

お客様／

市区町村

医療機閲 I年金嘉務所／

事務センター等

障害年金センタ=--------

職員等 I 障害認定医
本システム I他システム

操

作

A

＇ 

蜘
皿

（訊求書）

日9 - -

①ffi求l!I切般官埋

り
ム

剛
―
ア

ー
ス

、シ

•

紀
＇

企
胃旦品
~
 

B
 

認定

-
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
 

町一

叩ー・

遵
一

翌
工

g-

報

会

世

情

照

果

竺[-[
〖
三

ラし
9
ー

1
1
1
1
J

―

―

 
一

空

ー

会

一

一

雙
一

-

―

 

翌

i

国
l

文
—

会
一

照
―

（
一

一
i

日

投

作

C

操

作

D

虚
〖
細
細

（処分通知 ・埋由付記）

疇ー—+-------- ----日 ... 

⑦裁定入力双で理

⑥処分通知官埋

⑨藷変更入力依頼票管埋

i 

-`̀ 
年金給付システム

操

麟柘
E -＝一

⑩画像取込用仕切り紙作成 • 印刷

⑪画像取込管埋

［新規裁定の機能】
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障害年金業務支援システム

操作マニュアル

操作 作業

A ① 届書等の基本情報の詳細表示 • 更新、及び請求

書情報の登録を行う。

B ② 認定調書の新規登録、詳細表示 • 更新 ・ 削除、

及び認定調書の印刷を行う。

③ 等級目安シー ト情報の詳細表示 • 印刷を行う 。

④ 本人 ・医療機関照会文書の新規登録、詳細表

示 • 更新・削除 • 印刷を行う 。

⑤ 納付要件の判定・審査、及び納付要件判定情報

の詳細表示 • 新規登録•更新 ・ 削除 • 印刷を行

つ。

C ⑥ 認定結果の新規登録、詳細表示 ・更新 ・削除を

19丁-つ-。

D ⑦ 裁定情報の新規登録．、詳細表示 • 更新 ・ 削除、

及び裁定入力票の印刷を行う。

⑧ 処分通知 ・理由付記情報の新規登録、詳細表

示 • 更新 ・ 削除、及び処分通知 ・ 理由付記の印

刷を行う。

⑨ 諸変更情報の新規登録、詳細表示•更新・削

除、及び諸変更入力依頼票の印刷を行う。

E ⑩ 仕切り紙の印刷を行う 。

⑪ 自動紐付けされた画像の確定登録および自動紐

付けできなかった画像を一覧表示し、手動紐付

けを行う。

2-3 

2.2 主要業務に関する機能

使用画面 節

請求書情報管理 4.2 

認定調書管理 4. 3 

等級目安シート情報 4.4 

管理

本人 ・医療機関照会 4.5 

文書管理

納付要件審査結果管 4. 6 

理

認定結果管理 4. 7 

裁定入力票管理 4. 8 

処分通知管理 4. 9 

諸変更入力依頼票管 4. 10 

理

画像取込用仕切り紙 4. 12 

作成 • 印刷

画像取込管理 4. 14 



障害年金業務支援システム

操作マニュアル 2.2 主要業務に関する機能

2.2.2 諸変更に関する機能

諸変更に関する機能を以下に示す。

お客掻／

市区町村

医療機関--I―年金匹砺／

事務センター笞

障害年金センター

随員等 I 障害認定医 本システム 1他システム

操

作

A

I
 

付

録
受

登 ＇ 
↓
 

4
ー

a-患
一一

ーロ。3
 

B
 

認定

①請求四掌管理

..--lj懇会を翌 --------i------- — 
目：し

目
一疇ーー］＿竺き王豆）-ー［i②認定調竺且専l_＿_

③碑目安シート情報管理I
④本人・医療機関照会文口管理

I 

撓

作

C
“
 

作

D

勁

蜘

（処分通知 ・理由付記）

日「―-―l―-------|---―迄；L―'l ， r I 

言 」ー一軍韮雫）―-一→によシステム
⑥処分通知管理

⑦諸変更入力依頼票昏理

操

画像 1作

E
 

ゞ
＇ ⑧画像取込用仕切り紙作成 • 印刷

⑨画像取込℃埋 」

【諸変更の機能】
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障害年金業務支援システム

操作マニュアル

操作 作業

A ① 届書等の基本情報の詳細表示 • 更新を行う 。

B ② 認定調書の新規登録、詳細表示 • 更新·削除、

及び認定調書の印刷を行う。

③ 等級目安シート情報の詳細表示 ・印刷を行う。

④ 本人 ・医療機関照会文書の新規登録、詳細表

示•更新・削除•印刷を行う 。

C ⑤ 認定結果の新規登録、詳細表示 • 更新 ・ 削除を

1,.T-つ-。

D ⑥ 処分通知 ・理由付記情報の新規登録、詳細表

示•更新・削除、及び処分通知·理由付記の印

刷を行う。

⑦ 諸変更情報の新規登録、詳細表示 • 更新・削

除、及び諸変更入力依頼票の印刷を行う。

E ⑧ 仕切り紙の印刷を行う。

⑨ 自動紐付けされた画像の確定登録、及び自動紐

付けできなかった画像を一覧表示し、手動紐付

けを行う。
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2.2 主要業務に関する機能

使用画面 節

請求書情報管理 4.2 

認定調書管理 4. 3 

等級目安シート情報 4.4 

管理

本人 ・医療機関照会 4. 5 

文書管理

認定結果管理 4. 7 

処分通知管理 4. 9 

諸変更入力依頼票管 4. 10 

理

画像取込用仕切り紙 4. 12 

作成 • 印刷

画像取込管理 4. 14 



障害年金業務支援システム

操作マニュアル 2.2 主要業務に関する機能

2.2.3 障害状態確認届に関する機能

障害状態確認届に関する機能を以下に示す。

お客様 医療機関 I年金事務所／

事務センター筍

障害年金センタ..:

膿貝等 I 障害認定医
本システム 1他システム

厖］ご:旦門1-----1------―----------「―-------1_＿_----ーーにこシ・ステム

（現況届）

障苔

状態

確

受付

登録

＇ トー―----—トー→i I------—←--------1---------七*

撓

作

A

、二三コ喩 も（認匹霰）
①現況受付情報管理

E -「―-------1
（障苔状態理認屈一括受付登録） 1 

： 
I 

付
ム

受
テ

．
ー
スシ

給
珊畠口

●
 

認定 ＇ B 

R
 

一一一一n
1
1
1
1ー・）
 

雷
―文―

会
一

一一一

雙

」

ロ

一
立会―墜

一一↑日＆
 

操

作

I
I
I
J
I
I
I
I
I
I
I
I
 

一一一土
|
[

一

虹

文報

会

惰

照

卜

閲

一

機

も
理管

シ

療

誓

安

医

調

目

・

定

級

人

認

等

本

②

③

④

 

印

操

障苔 1作

状態 C 

確認届

結果

登録

¢ も言戸年合給付システム

匂 侶 （諸変更入力四）――-------l_＿］
⑤現況受付情報管理

操

作

D

諸変更

（埋由付記）

：： I碕旦―」--------....--------
I 

蝉分細五―哺炉—-----4--------令 1年金紀i1システム
⑧諸変史入力＿依頼隈管埋

陀

操

画像 l作
F
 

⑨画像取込用仕切り紙作成 • 印胴

⑩画像取込管埋

【障害状態確認届の機能】
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障害年金業務支援システム

操作マニュアル

操作 作業

A ① 現況受付情報、認定調書の一括登録、及び認定

調書の一括印刷を行う。

B ② 認定調書の新規登録、詳細表示•更新·削除、

及び認定調書の印刷を行う。

③ 等級目安シー ト情報の詳細表示 • 印刷を行う 。

④ 本人 ・医療機関照会文書の新規登録、詳細表

示 · 更新・削除 • 印刷を行う 。

C ⑤ 認定結果、諸変更の一括登録、及び諸変更入力

依頼票の一括印刷を行う。

D ⑥ 認定結果の新規登録、詳細表示 • 更新 ・ 削除を

行9-っ-。

E ⑦ 理由付記情報の新規登録、詳細表示•更新・削

除、及び理由付記の印刷を行う。

⑧ 諸変更情報の新規登録、詳細表示 ・更新・削

除、及び諸変更入力依頼票の印刷を行う。

F ⑨ 仕切り紙の印刷を行う。

⑩ 自動紐付けされた画像の確定登録、及び自動紐

付けできなかった画像を一黄表示し、手動紐付

けを行う。

2-7 

2.2 主要業務に関する機能

使用画面 節

現況受付情報管理 4. 11 

認定調書管理 4. 3 

等級目安シー ト情報 4.4 

管理

本人 ・医療機関照会 4.5 

文書管理

現況受付情報管理 4. 11 

認定結果管理 4. 7 

処分通知管理 4. 9 

諸変更入力依頼票管 4. 10 

理

画像取込用仕切り紙 4. 12 

作成•印刷

画像取込管理 4. 14 



障害年金業務支援システム

操作マニュアル 2.2 主要業務に関する機能

2.2.4 審査請求に関する機能

審査請求に関する機能を以下に示す。

お客横 医療機関 1一年合事務所／

事務センター等

障害年金センター

聴員等 I 障害認定医
本システム 1他システム

原処分 I- * * + 
（審査結果）-----------•-•-·- ----

口l

： 
―, t------（不服咆巽江）――-------1------··•

操

作

A

l 
（照会文書）

~へ←―-- -------------1―-..-------己r-------r----1
（照会文書） 1 ＇ 

←--~-----』且
賽査

請求

（認定調笞）-------, 

一

)

-

せ
t

ら

―
D
 

矢ぉ
―

（

一
↓
 ら

国必
＇ 

操

作

B

①認定調書菩理

②等級目安シート情報管埋

③本人 ・医療機関照会文笞ぜ理

④納付要件審査結果管埋

◄＿埠喋琵坦回至l_＿→一

日
（認定結果回答）

囀ー—•--------
口 ⑤認定結果管理

◄‘ 

裁定

諸変更操

処分作

追 c

（処分埋由の変更）,JS'l•---..--------..--------..-------
日l却下・不碑の場合

!..＿＿＿＿.J r;:::i...l （諸変更入力，ー•~•ヽ·-----------------..J---・ 
⑥哉定入力栞官埋

⑦処分通知営埋

⑧諸変更入力依頼棗管理

裁定 ・栢変更の場合

操

作

D

像画 さ⑨画像取込用Iが3り紙作成 ；印刷

⑩画像取込四埋

【審査請求の機能】
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障害年金業務支援システム

操作マニュアル

操作 作業

A ① 認定調書の新規登録、詳細表示•更新・削除、

及び認定調書の印刷を行う。

② 等級目安シート情報の詳細表示•印刷を行う 。

③ 本人 ・医療機関照会文書の新規登録、詳細表

示•更新·削除 • 印刷を行う 。

④ 納付要件の判定 ・審査、及び納付要件判定情報

の詳細表示 ・ 新規登録•更新 ・ 削除 • 印刷を行

つ。

B ⑤ 認定結果の新規登録、詳細表示• 更新 ・削除を

イ9丁-つ-。

C ⑥ 裁定情報の新規登録、詳細表示 • 更新 ・ 削除、

及び裁定入力票の印刷を行う 。

⑦ 処分通知 ・理由付記情報の新規登録、詳細表

示・更新・削除、及び処分通知・理由付記の印

刷を行う 。

⑧ 諸変更情報の新規登録、詳細表示•更新・削

除、及び諸変更入力依頼票の印刷を行う。

D ⑨ 仕切り紙の印刷を行う 。

⑩ 自動紐付けされた画像の確定登録および自動紐

付けできなかった画像を一覧表示し、手動紐付

けを行う 。

2-9 

2.2 主要業務に関する機能

使用画面 節

認定調書管理 4.3 

等級目安シート情報 4.4 

管理

本人 ・医療機関照会 4. 5 

文書管理

納付要件審査結果管 4. 6 

理

認定結果管理 4. 7 

裁定入力票管理 4. 8 

処分通知管理 4. 9 

諸変更入力依頼票管 4. 10 

理

画像取込用仕切り紙 4. 12 

作成•印刷

画像取込管理 4. 14 



障害年金業務支援システム

操作マニュアル 2.2 主要業務に関する機能

2.2.5 その他の認定に関する機能

その他の認定に関する機能を以下に示す。

お客様／

市区町村

医療機関 l一年金事務所／

事務センター等

障害年金センター

職只等 I 障害認定医
本システム I他システム

撮

作

A

I
 

翌

呻

晶［ぷ，↓ 
＂三=
し門戸l—→g&

①請求書情A8管理

距

己

ふ：『；／三;/]-----＿譲包＿j喫翌――`

己「 悶□閂翌門卜情報芭理l
④本人・医療機関照会文書管理

認定

操1-.,~ 疇』雰轡翌蓉2--
作

C 己

（認定結果回答）

◄--呵--------

口

◄一'

⑤認定結果管埋

燥

画像 1作

D 
~ I 

⑥画像取込用仕切り紙作成•印刷

⑦画像即碑1異 I 

【その他の認定の機能】
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